
土曜開庁日の臨時閉庁について
通常、第１・３土曜日を開庁日としておりますが、下記日付につきましては

業務システムの改修が行われるため、臨時閉庁とさせていただきます。
利用者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和６年９月21日
令和６年11月２日
令和７年１月４日
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